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―
上
尾
税
務
署
で
は
１
月
５
日
か
ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
―�

あ
な
た
が
ご
自
分
や
ご
家
族

（
同
一
生
計
）
の
病
気
や
け
が
な

ど
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療
費
が
あ

る
と
き

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

医
療
費
控
除

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て

マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得
し
た
り
、
増

改
築
を
し
た
場
合
で
一
定
の
要
件

に
該
当
す
る
と
き

会
社
な
ど
を
中
途
退
職
し
た
人

平
成
15
年
中
に
会
社
な
ど
を
退

職
し
た
後
、
再
就
職
し
て
い
な
い

と
き

確
定
申
告
の
必
要
の
な
い
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
や
パ
ー
ト
の
方
（
年
税

額
の
あ
る
方
）
で
も
、
医
療
費
控

除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な

ど
年
末
調
整
で
は
で
き
な
い
控
除

は
、
税
務
署
に
申
告
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
所
得
税
の
一
部
ま
た
は

全
部
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、平
成
15
年
中
に
退
職
し
、

そ
の
後
再
就
職
し
な
か
っ
た
た
め
、

年
末
調
整
が
済
ん
で
い
な
い
人
も
、

確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で
所
得
税

が
還
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〈
還
付
申
告
の
受
付
け
〉
上
尾
税

務
署
で
は
１
月
５
日
か
ら
還
付
申

告
書
の
提
出
が
で
き
ま
す
。ま
た
、

町
で
も
下
記
の
日
程
で
受
け
付
け

ま
す
。
た
だ
し
、
内
容
に
よ
っ
て

は
、
受
け
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
り

ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
上
尾
税

務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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付
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５
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６
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ホ
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１※
還
付
申
告
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
要
件
等
詳
し
く
は
、
広
報
と
同

時
期
に
配
布
さ
れ
た
チ
ラ
シ
「
上

尾
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
お
願
い
〉上
尾
税
務
署
で
は
、
確

定
申
告
書
等
に
つ
い
て
は
ご
自
分

で
作
成
し
、
郵
送
等
で
提
出
し
て

い
た
だ
く
「
自
書
申
告
」
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。

〈
所
得
税
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還
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・
申
告
書
郵
送
先
〉
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０
４
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尾
市
大
字
西
門
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５
７
７
∇
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税
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門
（
所
得
税
な
ど
）
�
７

７
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４

内�

問�

上尾税務署からの�
　　　　お知らせ�

上尾税務署では、今年の
確定申告期間中は、平日以
外でも、２月22日�・２月
29日�の両日に限り、税務
署にて確定申告の相談・申
告書の受付を行います。

※この２日間は混雑が予想
されますので、確定申告の
相談をされる方は、お早め
にお越しください。
※駐車場が狭いので、なる
べく公共交通機関をご利用
ください。
�７７６－８２１１問�

償却資産の申告は�
　　２月２日（月）までです�

償
却
資
産
と
は
、
事
業
を
営
む

個
人
（
法
人
）
が
使
用
し
て
い
る

事
業
用
資
産
を
い
い
ま
す
。

こ
の
償
却
資
産
は
固
定
資
産
税

の
対
象
と
な
る
た
め
、
事
業
主
は

１
月
１
日
に
所
有
す
る
資
産
の
内

容
を
、
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
所

の
市
町
村
長
に
２
月
２
日
ま
で

（
通
常
は
１
月
31
日
ま
で
）
に
申

告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

町
で
は
、
申
告
用
紙
を
12
月
下

旬
に
発
送
し
ま
し
た
の
で
、
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
用
紙
が
な
い
場
合
ま
た

は
申
告
等
に
つ
い
て
不
明
な
点
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
税
務
課
固
定
資

産
税
係

２
１
５
４
に
お
問
い

合
せ
く
だ
さ
い
。

内�

申告を要する人 償却資産を
町内に所有する人、または貸
し付けている人。（なお、１
月１日前１年以内に廃業、解
散または課税対象資産がなく
なった場合でも、整理の都合
上、申告書にその旨を記入し
て提出してください）

申告を要しない資産 ①耐用
年数１年未満または、取得価
額もしくは製作価額が20万円
未満の償却資産②家庭用に使
用される資産③自動車税また
は、軽自動車税の課税対象で
ある自動車、原付自転車など

償却資産の種類 構築物＝広告塔、看板、門、
塀、舗装路、その他土地に定着する土木設備
など・機械および装置＝コンピュータ、工作
機械、揚重機、運搬装置、製造・加工設備、
建設機械など・車両および運搬具＝ブルトー
ザーなど・工具、器具および備品＝机、いす、
ロッカー陳列ケース、電動工具、冷暖房機器、
測定機器、事務機器、医療機器、金型など
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還付申告�

　　無料相談�

税理士による�

２月２日～13日（土、日、祝

日および、２月３日を除く）税

理士会上尾支部では、次の還付

申告相談や申告書の作成を無料

で行います。希望される方は税

理士会上尾支部、または、最寄

りの税理士事務所へ事前に電話

で予約のうえ、お出かけくださ

い。

①年金受給者（年金収入６００

万円以下）②給与所得者で医療

費控除（領収書は計算済）を受

けようとする方（給与収入６０

０万円以下）③年の中途の退職

者または年末調整が済んでいな

い方

�７７６－８７７７問�

MIKE′S　BUSH�
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Summer and weekends in Australia�
　　　　　　　Part１（January）�
オーストラリアの夏と週末�
　　　　　　  その１（１月）�

Hello again!  It is now January, and of course it is very cold

here in Japan.  But across the seas in Australia, it is sum-

mer, and probably quite hot.  Summer days in Australia can

be a lot of fun, especially on the weekends.  In Australia, few

people work on the weekends.  Both Saturday and Sunday

are 'days off'.  There are some people that must work, such

as shift workers, shop workers, taxi drivers and those in the

hospitality industry, but most people can relax on the week-

ends.  Weekends can be very relaxing in Australia, but also

very busy.  There are many different things which we

might do.  A lot of sport is played.  Some adults play sports.

Australian-rules football & rugby (winter) and cricket (sum-

mer) are the national sports.  But a lot of other sports are

played too, such as basketball, netball and soccer. Those peo-

ple who have children often spend their Saturday afternoons

taking their children to play sport for their school or local

sporting club.  Picnics and barbeques are also popular, espe-

cially during spring and summer.  I remember as a child we

had a big barbeque, which we used a lot, not just on the

weekends.  Sometimes in summer we would use it almost

every day.  I love barbequed beef and lamb.

またまたこんにちは！　今は1月、ここ日本はとっても寒いで
すね。しかし海の向こうオーストラリアでは今まさに夏で、
おそらくかなり暑いはずです。オーストラリアでの夏の日々
にはとってもたくさんの楽しいことがあります。特に週末に
は。オーストラリアでは週末に働く人はごくわずかです。土
曜も日曜も休日なのです。たしかに働かなければならない人
はいます。たとえば交替制勤務の人々やお店の店員さん、タ
クシーの運転手さん、サービス業界で働く人々などがそうな
のですが、ほとんどの人が週末は休日でのんびりリラックス
できます。オーストラリアでの週末はリラックスできる反面、
とってもあわただしいところもあります。私たちが参加でき
ることがたくさんあります。（そのひとつとして）たくさんの
スポーツが行われています。ある大人たちはスポーツをしま
す。冬にはオーストラリア式のフットボールやラグビー、夏
にはクリケットが国民的なスポーツです。バスケットボール
やネットボール、サッカーといったようなほかのたくさんの
スポーツも行われています。子どもをもつ大人たちは学校や
地元のスポーツクラブで行われているスポーツに参加するた
めに、土曜の午後自分の子どもたちを連れて行ってよく一緒
に過ごしています。また、週末にピクニックに行ったり、バ
ーベキューをしたりするのも、特に春と夏には人気がありま
す。子どものころ、週末だけでなく普段の日も、家族で肉な
どの食材を豊富に使って大がかりなバーベキューをしていた
ことを思い出します。ある年には夏中ずっと毎日バーベキュ
ーをしていたこともありました。私はバーベキューで食べる
牛肉と子羊の肉がとっても好きです。

※マイクへのお問い合わせは、教育委員会学校教育課 ２５３２まで内�

最
近
、
税
務
署
職
員
や
役
場
の
税
務
課
職
員
を
装
っ
て
、
勤
務
先
、
取
引

銀
行
等
を
問
い
合
せ
る
不
信
電
話
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

も
し
不
信
な
点
が
あ
る
と
き
は
、
即
答
せ
ず
、
上
尾
税
務
署
ま
た
は
役
場

税
務
課
へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。
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農用地の除外申請�農用地の除外申請�

農
業
振
興
地
域
に
指
定
さ
れ
て

い
る
土
地
に
、
農
家
の
二
・
三
男

の
分
家
住
宅
な
ど
を
計
画
し
て
い

る
方
は
、農
用
地
か
ら
除
外
す
る
、

農
地
転
用
の
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

昭
和
48
年
に
策
定
さ
れ
た
農
業

振
興
地
域
整
備
計
画
に
よ
り
、
集

団
農
用
地
の
確
保
と
農
業
の
健
全

な
発
展
を
図
る
た
め
、
農
用
地
と

し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
土
地
に
は
、

一
般
の
建
物
を
建
築
す
る
こ
と
が

規
制
さ
れ
て
い
ま
す
。

除
外
申
請
受
付
期
間

２
月
２
日

〜
27
日
ま
で
に
農
業
委
員
会
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
書
類

申
請
書
、

理
由
書
、
配
置
図
、
位
置
図
、
公

図
の
写
し
、
土
地
登
記
簿
謄
本
、

農
家
証
明
、
土
地
所
有
者
の
同
意

書
、
そ
の
他
事
業
計
画
の
内
容
に

よ
っ
て
添
付
書
類
が
異
な
り
ま
す
。

農
業
委
員
会
事
務
局

２

２
３
２

内�

問�


